
 

柏 市 立 図 書 館 資 料 等 予 約 及 び リ ク エ ス ト 取 扱 基 準  

 

 

制 定  令 和  ８ 年  ３ 月 ３ １ 日  

施 行  令 和  ８ 年  ５ 月  １ 日  

 

１  趣 旨  

こ の 基 準 は ， 柏 市 立 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い う 。） に  

お け る 図 書 館 資 料 等 の 予 約 及 び リ ク エ ス ト の 取 扱 い に 関 し ， 

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  用 語  

こ の 基 準 に お い て ，次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 味 は ，当 該  

 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  予 約  図 書 館 が 所 蔵 す る 資 料 の 利 用 申 込 み を 行 う こ と 。 

( 2 )  リ ク エ ス ト  図 書 館 が 未 所 蔵 の 資 料 の 利 用 申 込 み を 行  

う こ と 。  

( 3 )  新 着 資 料  図 書 館 所 蔵 と な っ て か ら ６ か 月 以 内 の 資 料  

を い う 。  

( 4 )  市 内 利 用 者  柏 市 立 図 書 館 条 例 施 行 規 則（ 以 下「 規 則 」  

 と い う 。）第 ７ 条 ２ 項 に 規 定 す る 利 用 者 等 の 登 録 を 受 け て  

い る 者 の う ち ，市 内 に 居 住 し ，通 勤 し ，又 は 通 学 し て い る  

者 を い う 。  

( 5 )  市 外 利 用 者  規 則 第 ７ 条 ２ 項 に 規 定 す る 利 用 者 等 の 登  

録 を 受 け て い る 者 の う ち ， 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め た 者  

を い う 。  

( 6 )  特 別 利 用 者  柏 市 身 体 障 害 者 等 資 料 貸 出 要 領 ２ 項 の 対  

象 者 の う ち 同 要 領 ３ 項 に よ り 登 録 を 受 け た 者 を い う 。  

( 7 )  団 体  柏 市 立 図 書 館 団 体 貸 出 取 扱 要 領 第 ３ 項 に よ り 登  

録 を 受 け た 市 内 の 官 公 署 ，学 校 ，社 会 教 育 団 体 ， そ の 他 の  

団 体 を い う 。  

３  申 込 み が で き る 利 用 者 の 資 格  

( 1 )  予 約 は ，市 内 利 用 者 ，市 外 利 用 者 ，特 別 利 用 者 及 び 規 則  

第 １ １ 条 ２ 項 の 規 定 に よ り 承 諾 を 受 け た 団 体 が 申 し 込 む  

こ と が で き る 。  

( 2 )  リ ク エ ス ト は ， 市 内 利 用 者 ， 特 別 利 用 者 及 び 規 則 第 １  

１ 条 ２ 項 の 規 定 に よ り 承 諾 を 受 け た 団 体 が 申 し 込 む こ と  

が で き る 。  

( 3 )  規 則 第 ９ 条 第 ４ 項 に 該 当 す る 利 用 者 は 予 約 及 び リ ク エ  

 ス ト を 申 し 込 む こ と が で き な い 。  

４  件 数  

別 表 第 １ の と お り と す る 。  

５  申 込 み  

( 1 )  予 約 は ， リ ク エ ス ト カ ー ド ， 柏 市 立 図 書 館 ホ ー ム ペ ー  



ジ 内 の 蔵 書 検 索 ， 館 内 用 蔵 書 検 索 機 又 は 電 話 に よ り 申 し  

込 む も の と す る 。  

( 2 )  リ ク エ ス ト は ， リ ク エ ス ト カ ー ド ， 柏 市 立 図 書 館 ホ ー  

ム ペ ー ジ 内 の リ ク エ ス ト 受 付 フ ォ ー ム 又 は 電 話 に よ り 申  

し 込 む も の と す る 。た だ し ，柏 市 立 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 内  

の リ ク エ ス ト 受 付 フ ォ ー ム か ら 申 し 込 む 場 合 は ， 図 書 及  

び マ ン ガ（ Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ の 入 力 を 必 須 と す る ）の 受 付 と す る 。  

な お ， マ ン ガ は 図 書 館 で 所 蔵 し て い る マ ン ガ の 続 巻 の み  

を 対 象 と す る 。雑 誌 に つ い て は ，リ ク エ ス ト 受 付 フ ォ ー ム  

以 外 で の 受 付 と す る 。  

( 3 )  特 別 利 用 者 は ， 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 方 法 の ほ か に フ ァ  

ク シ ミ リ に よ る 申 込 み も で き る も の と す る 。  

( 4 )  リ ク エ ス ト の 受 付 可 能 日 は ，別 表 第 ２ の と お り と す る 。 

６  受 取 場 所 及 び 連 絡 方 法  

資 料 の 受 取 場 所 及 び 連 絡 方 法 に つ い て は ， 次 の と お り と  

す る 。  

( 1 )  受 取 場 所  利 用 者 は ， 柏 市 立 図 書 館 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年  

柏 市 条 例 第 １ ２ 号 。）に 規 定 す る 各 館 及 び 柏 市 立 図 書 館 サ  

ー ビ ス ポ イ ン ト 柏 の 葉 の う ち い ず れ か 一 つ を 選 択 す る こ  

と 。た だ し ，予 約 又 は リ ク エ ス ト に 基 づ く 提 供 す べ き 資 料  

が 確 定 さ れ て い る 場 合 に は ，受 取 場 所 の 変 更 は で き な い 。 

( 2 )  連 絡 方 法  利 用 者 は ， 電 話 ， 電 子 メ ー ル 及 び 連 絡 不 要  

の う ち い ず れ か 一 つ の 方 法 を 選 択 す る こ と 。た だ し ，柏 市  

立 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の 蔵 書 検 索 か ら 予 約 を 行 う 場 合  

に は ， 電 子 メ ー ル 又 は 連 絡 不 要 の い ず れ か 一 つ の 方 法 を  

選 択 す る こ と 。  

７  取 置 期 間  

受 取 場 所 に お け る 取 置 期 間 は ， 連 絡 し た 日 の 翌 日 を 起 算  

日 と し た 開 館 し て い る １ ０ 日 間 と す る 。  

８  取 消 し  

図 書 館 は ，次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ，予 約 及  

  び リ ク エ ス ト を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

( 1 )  利 用 者 か ら 取 消 し の 申 出 が あ っ た と き 。  

( 2 )  取 置 期 間 を 経 過 し た と き 。  

( 3 )  指 定 さ れ た 連 絡 方 法 で 延 べ １ ０ 日 間 連 絡 で き な か っ た  

  と き 。  

( 4 )  利 用 者 が 規 則 第 ９ 条 第 ４ 項 に 該 当 し た と き 。  

( 5 )  利 用 者 に 提 供 で き な い こ と を 連 絡 し た と き 。  

９  提 供 等  

( 1 )  リ ク エ ス ト さ れ た 資 料 を 図 書 館 の 所 蔵 と し て 提 供 す る  

か ，図 書 館 以 外 の 施 設 か ら の 借 受 け（ 以 下「 相 互 貸 借 」と  

い う 。）等 に よ っ て 提 供 す る か は ，教 育 委 員 会 が 決 定 す る 。 

( 2 )  相 互 貸 借 に よ っ て 提 供 し た 資 料 を 利 用 者 が 紛 失 ， 汚 損  

又 は 破 損 し た 場 合 は ， 当 該 資 料 の 所 蔵 館 の 指 定 す る 条 件  



で 利 用 者 が 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  

１ ０  そ の 他  

  こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か ， 資 料 の 予 約 及 び リ ク エ ス  

ト に 関 し て 必 要 な 事 項 は ， 館 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

附  則  

こ の 基 準 は ， 令 和 8年  5月  1日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 第 １ （ 第 ４ 項 関 係 ）  

 資 料 種 別  予 約  リ ク エ ス ト  

市

内

利

用

者

 

図 書 ， マ ン ガ  
合 わ せ て １ ０ 冊 以 内  

予 約 と 合 わ せ て １ ０

冊 以 内  

雑 誌   

視 聴 覚 資 料  ２ 点 以 内  
 

電 子 書 籍  ２ 点 以 内  
 

市

外

利

用

者

 

図 書 ， 雑 誌 ，  

マ ン ガ  
合 わ せ て １ ０ 冊 以 内  

 

 

 

視 聴 覚 資 料  ２ 点 以 内   

特

別

利

用

者

 
図 書 ， マ ン ガ  

合 わ せ て １ ０ 冊 以 内  

予 約 と 合 わ せ て １ ０

冊 以 内  

雑 誌  
 

視 聴 覚 資 料  各 種 ３ 点 以 内  
 

電 子 書 籍  ２ 点 以 内   

団

体  
図 書  

新 着 資 料 を 含 ま な い  

１ ０ 冊 以 内  

 

 

別 表 第 ２ （ 第 ５ 項 第 ４ 号 関 係 ）  

資 料 種 別  受 付 可 能 日  

図 書 ， マ ン ガ  
発 売 日 当 日 の 前 日 を 起 算 日 と し １ ０ 日 を

さ か の ぼ っ た 日 の 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 以 降  

雑 誌  
最 新 号 の 次 号 に つ い て は ， 最 新 号 が 所 蔵

と な っ た 日 以 降  


